
国　　　労　　　東　　　日　　　本2015 年 8 月 20 日 NO．767

　

国
労
東
日
本
本
部
は
、「
労
働
条
件
に
関
す
る
協
約
」
改
訂
の
取
り
組
み
を
、
通
年
闘
争
と
位
置
づ
け
、
労
働
条
件
改

善
に
向
け
て
取
り
組
ん
で
き
ま
し
た
。
闘
い
の
柱
は
基
本
要
求
に
も
あ
る
通
り
、
一
つ
に
は
、
一
括
和
解
の
趣
旨
、
具
体

的
諸
課
題
の
是
正
・
改
善
、
健
全
か
つ
正
常
な
労
使
関
係
の
持
続
的
発
展
。
二
つ
に
は
、
複
数
労
組
の
存
在
を
認
め
、
公

平
・
公
正
な
人
事
労
務
管
理
を
支
社
・
職
場
末
端
ま
で
周
知
・
徹
底
さ
せ
る
こ
と
で
あ
り
、
長
期
に
わ
た
る
支
社
越
え
の

転
勤
や
ク
ロ
ス
配
転
な
ど
、
和
解
時
に
お
け
る
懸
案
事
項
の
解
消
で
す
。

　

国
労
東
日
本
本
部
と
し
て
交
渉
に
全
力
を
挙
げ
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
で
す
が
、
要
求
前
進
に
向
け
た
取
り
組
み
は
、
本

部
本
社
間
の
交
渉
の
み
で
は
前
進
し
ま
せ
ん
。日
常
職
場
に
お
け
る
労
働
条
件
改
善
を
め
ざ
す
取
り
組
み
が
あ
っ
て
こ
そ
、

運
動
の
前
進
が
は
か
れ
る
と
い
う
こ
と
か
ら
も
、
組
合
員
一
人
ひ
と
り
が
要
求
を
共
有
化
し
、
職
場
全
体
の
も
の
と
し
た

取
り
組
み
を
強
化
し
、
実
践
す
る
こ
と
に
あ
り
ま
す
。

　

人
事
・
賃
金
制
度
が
見
直
さ
れ
、
そ
の
背
景
に
は
労
働
組
合
不
要
論
も
内
包
さ
れ
る
な
か
、
職
場
実
態
に
こ
だ
わ
り
、

点
検
、
調
査
、
学
習
な
ど
労
働
組
合
と
し
て
の
立
場
を
鮮
明
に
し
、
交
渉
力
を
高
め
て
い
く
こ
と
も
重
要
で
す
。

　

こ
れ
ま
で
の
闘
い
の
総
括
の
上
に
立
っ
て
、
今
号
は
、
職
場
討
議
資
料
と
し
て
「
労
働
条
件
改
善
要
求
（
素
案
）」
を

掲
載
し
ま
し
た
。
こ
の
素
案
に
基
づ
き
職
場
討
議
を
行
い
、
第
29
回
国
労
東
日
本
本
部
定
期
大
会
に
お
い
て
改
訂
に
向
け

た
要
求
を
確
立
す
る
こ
と
と
し
ま
す
。

　

同
時
に
、左
図
に
あ
る
通
り
、「
付
帯
す
る
要
求
」
の
確
立
に
向
け
た
要
求
集
約
を
行
う
こ
と
と
し
ま
し
た
の
で
、職
場
・

分
会
か
ら
の
討
論
を
強
め
ま
し
ょ
う
！

「
労
働
条
件
に
関
す
る
協
約
」
改
訂
に
向
け
た
取
り
組
み
に
つ
い
て

①

要
求
を
一
人
ひ
と
り
が
共
有
し
、

職
場
か
ら
の
創
意
工
夫
し
た
取
り
組
み
で
組
織
拡
大
に
つ
な
げ
よ
う
！

【　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

  

】
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任
用
の
基
準
に
つ
い
て
は
、
基
本
要
求
に
沿
っ
て
労
使
協

議
の
事
項
と
し
、
公
正
・
厳
格
な
運
用
を
徹
底
す
る
こ
と
。

休
職
制
度
に
つ
い
て
は
、
社
会
環
境
、
社
会
情
勢
の
変
化

と
本
人
の
生
活
設
計
も
踏
ま
え
厳
格
に
取
り
扱
う
こ
と
。

60
歳
定
年
制
を
見
直
し
、
65
歳
に
達
し
た
場
合
と
す
る
こ

と
。
た
だ
し
、
60
歳
以
降
に
つ
い
て
は
、
ど
の
時
点
に
お

い
て
退
職
し
て
も
定
年
退
職
と
見
な
す
こ
と
。

第
二
基
本
給
を
廃
止
す
る
こ
と
。

55
歳
以
上
の
社
員
に
対
し
て
の
定
期
昇
給
制
度
を
確
立
す

る
こ
と
。

業
務
上
災
害
に
か
か
わ
る
休
業
に
つ
い
て
は
、
解
雇
期
間

の
制
限
を
定
め
ず
、
雇
用
を
継
続
す
る
こ
と
。

業
務
中
に
交
通
事
故
が
発
生
し
た
場
合
の
事
故
処
理
に
関

す
る
諸
経
費
保
障
の
制
度
を
確
立
す
る
こ
と
。

職
制
の
職
務
内
容
、
職
制
の
改
廃
は
労
使
協
議
の
事
項
と

し
、
別
表
に
定
め
る
「
そ
の
他
上
長
の
指
示
す
る
業
務
」

は
削
除
す
る
こ
と
。

各
勤
務
種
別
の
細
部
の
取
り
扱
い
基
準
に
つ
い
て
も
、

団
体
交
渉
に
お
い
て
定
め
る
こ
と
。

変
形
労
働
時
間
の
特
定

労
基
法
32
条
２
の
変
形
労
働
時
間
制
を
適
用
す
る
場
合

は
、「
特
定
」
の
趣
旨
を
尊
重
す
る
こ
と
。
ま
た
、
適
用

基
準
に
つ
い
て
は
団
体
交
渉
に
お
い
て
定
め
る
こ
と
。

勤
務
の
予
定
・
確
定

確
定
後
の
勤
務
は
業
務
上
の
都
合
に
よ
っ
て
任
意
に
変
更

し
な
い
こ
と
。

休
日
等

①
協
約
第
66
条
３
の
規
定
に
基
づ
く
「
一
旦
指
定
し
た
勤

　

務
及
び
休
日
等
の
取
扱
い
に
関
す
る
協
定
」
に
つ
い
て

　

は
、
労
基
法
第
32
条
２
の
趣
旨
を
踏
ま
え
て
見
直
す
こ

　

と
。
ま
た
、
前
月
25
日
に
翌
月
の
勤
務
指
定
表
が
発
表

１
．

２
．

３
．

４
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５
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６
．

７
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８
．

９
．

　

（1）

　

（2）

　

（3）

　

さ
れ
て
以
降
の
勤
務
変
更
は
、
原
則
時
間
外
労
働
と
し

　

て
取
り
扱
う
こ
と
。

②
労
基
法
32
条
２
を
適
用
す
る
場
合
の
公
休
日
は
一
週
一

　

日
の
割
合
で
付
与
す
る
こ
と
。

③
公
休
日
に
つ
い
て
は
原
則
変
更
し
な
い
こ
と
。
た
だ
し
、

　

や
む
を
得
ず
変
更
す
る
場
合
は
そ
の
基
準
に
つ
い
て
明

　

ら
か
に
す
る
こ
と
。

④
国
民
の
祝
日
に
勤
務
す
る
者
に
つ
い
て
は
、
代
休
を
付

　

与
す
る
と
と
も
に
手
当
を
支
払
う
こ
と
。

⑤
協
約
第
61
条
に
規
定
す
る
特
定
４
週
間
を
跨
ぎ
出
向
発

　

令
す
る
場
合
は
、
当
該
期
間
内
に
公
休
日
が
４
日
指
定

　

で
き
る
よ
う
に
出
向
先
会
社
と
調
整
す
る
こ
と
。

年
間
所
定
労
働
時
間
を
１
８
０
０
時
間
に
短
縮
す
る
こ

と
。

現
行
の
「
標
準
人
員
」
を
「
必
要
人
員
」
と
改
め
、
各
職

場
に
お
け
る
「
必
要
人
員｣

を
下
回
る
こ
と
の
な
い
要
員

配
置
を
行
う
よ
う
各
支
社
及
び
各
職
場
に
周
知
徹
底
、
指

導
を
行
う
こ
と
。

職
場
に
お
け
る
各
種
研
修
等
へ
の
参
加
に
伴
う
「
危
険
日

（
仮
称
）
３
日
間
」
を
設
け
、　

非
稼
動
日
数
に
加
算
し
予

備
要
員
を
配
置
す
る
こ
と
。

「
出
張
」
に
つ
い
て
は
、
現
行
み
な
し
労
働
時
間
を
改
め
、

「
出
張｣

に
伴
う
往
復
の
時
間
も
労
働
時
間
と
し
て
取
り

扱
う
こ
と
。

モ
ニ
タ
ー
制
度
を
拡
大
し
、
改
善
を
は
か
る
こ
と
。
ま
た
、

職
務
乗
車
証
の
乗
車
範
囲
を
在
来
線
自
由
席
ま
で
拡
充
す

る
こ
と
。

ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
の
未
然
防
止
策
に
つ
い
て
具
体
的
な
考
え

方
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
。

半
休
制
度
の
使
用
制
限
を
や
め
る
こ
と
。
ま
た
、
時
間
単

位
の
年
次
有
給
休
暇
制
度
を
新
設
す
る
こ
と
。

健
康
診
断
の
受
診
に
要
す
る
時
間
は
す
べ
て
労
働
時
間
と

す
る
こ
と
。

保
存
休
暇
に
つ
い
て
は
、
出
向
休
職
後
も
使
用
で
き
る
よ

う
、
関
係
規
則
を
改
定
す
る
こ
と
。

忌
引
休
暇
に
つ
い
て
は
、
出
向
休
職
後
も
使
用
で
き
る
よ

う
、
関
係
規
則
を
改
定
す
る
こ
と
。

安
全
衛
生
委
員
会
に
つ
い
て
は
、
法
令
に
則
り
、
事
業
所

ご
と
に
月
１
回
の
開
催
を
徹
底
す
る
こ
と
。
ま
た
、
協
議

内
容
の
周
知
を
徹
底
す
る
こ
と
。
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制
度
に
関
す
る
要
求 

《 

具
体
的
要
求 

》

乗
務
員
勤
務
の
予
備
は
労
基
法
32
条
２
項
の
扱
い
と
す
る

こ
と
。

労
働
時
間
に
つ
い
て

始
業
時
か
ら
終
業
時
刻
ま
で
の
労
働
時
間
か
ら
休
憩
時
間

を
除
い
た
時
間
を
労
働
時
間
と
す
る
こ
と
。

  

乗
務
員
勤
務
に
関
す
る
要
求 

１
．

２
．

　

（1）

２
０
１
５
年
度
労
働
条
件
に
関
す
る
要
求

（
素
案
）

《 

基
本
的
要
求 

》

２
０
０
６
年
11
月
の
包
括
的
一
括
和
解
の
趣
旨
に
基
づ
き
、

具
体
的
諸
課
題
の
是
正
・
改
善
を
図
る
こ
と
は
も
と
よ
り
、

健
全
か
つ
正
常
な
労
使
関
係
を
構
築
す
る
こ
と
。

会
社
は
和
解
の
趣
旨
を
ふ
ま
え
、
複
数
労
働
組
合
が
存
在
す

る
こ
と
を
認
め
、
公
平
・
公
正
な
人
事
・
労
務
管
理
に
徹
す

る
こ
と
。
ま
た
、
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
支
社
お
よ
び
職
場
末

端
ま
で
周
知
徹
底
を
そ
の
責
任
に
お
い
て
図
る
こ
と
。

こ
の
協
約
の
有
効
期
間
は
一
年
と
す
る
こ
と
。

１
．

２
．

３
．

②
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５
時
前
の
出
勤
及
び
22
時
を
過
ぎ
る
退
勤
は
原
則
禁
止
と

す
る
こ
と
。
な
お
、
当
面
設
け
ざ
る
を
得
な
い
場
合
は
、

最
低
１
時
間
を
労
働
時
間
と
し
て
み
な
し
て
算
入
す
る
こ

と
。

２
暦
日
に
わ
た
る
勤
務
の
出
勤
時
刻
は
12
時
以
降
と
す
る

こ
と
。
ま
た
、
退
勤
時
刻
は
12
時
以
前
と
し
、
起
床
後
の

労
働
時
間
は
５
時
間
を
超
え
な
い
こ
と
。

現
行
「
２
夜
連
続
」
の
行
路
は
廃
止
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、

車
掌
は
長
距
離
優
等
列
車
を
除
く
。

ユ
ニ
ッ
ト
勤
務
１
日
目
の
時
間
外
労
働
が
翌
日
に
わ
た
り

５
時
間
を
超
え
た
場
合
は
、
２
日
目
の
勤
務
に
つ
い
て
は

他
の
乗
務
員
を
手
配
す
る
こ
と
。

拘
束
時
間
に
つ
い
て

一
般
線
区
の
拘
束
時
間
に
つ
い
て
は
、
日
勤
行
路
11
時
間
・

泊
行
路
22
時
間
を
限
度
と
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
車
掌
は

長
距
離
・
優
等
列
車
を
除
く
。

稠
密
線
区
の
拘
束
時
間
に
つ
い
て
は
、
日
勤
９
時
間
・
泊

20
時
間
を
限
度
と
す
る
こ
と
。

労
働
時
間
Ｂ
が
日
勤
で
２
時
間
・
泊
で
３
時
間
を
超
え
る

行
路
の
場
合
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
労
働
時
間
Ｂ
時
間
分
を
限

度
と
し
て
延
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。

連
続
乗
務
時
間
（
距
離
）
の
制
限
に
つ
い
て

連
続
・
継
続
乗
務
時
間
は
２
時
間
を
限
度
と
す
る
こ
と
。

継
続
乗
務
（
一
般
）
は
１
２
０
㎞
を
限
度
と
す
る
こ
と
。

た
だ
し
、
ト
イ
レ
を
装
備
し
て
い
な
い
列
車
は
60
分
を
限

度
と
す
る
こ
と
。
な
お
車
掌
は
長
距
離
・
優
等
列
車
を
除

く
。

連
続
し
た
乗
務
時
間
が
60
分
を
超
え
る
場
合
は
、
行
き
先

地
の
時
間
を
15
分
以
上
確
保
す
る
こ
と
。

在
宅
休
養
時
間
の
確
保
に
つ
い
て

労
働
時
間
に
ほ
ぼ
等
し
い
時
間
と
す
る
こ
と
。
た
だ
し
８

時
間
を
下
回
ら
な
い
こ
と
。

休
日
の
前
後
の
出
・
退
勤
時
間
に
つ
い
て
は
、
協
約
第

１
１
０
条
（
４
）
の｢

た
だ
し
…｣

以
下
は
削
除
す
る
こ
と
。

食
事
時
間
に
つ
い
て

朝
食
時
間
は
、
６
時
30
分
以
前
の
出
勤
と
、
泊
で
10
時
以

降
に
終
了
す
る
行
路
は
、
９
時
以
前
に
実
時
間
40
分
を
確

保
す
る
こ
と
。

昼
食
時
間
は
、
12
時
以
降
の
出
勤
と
13
時
以
前
に
終
了
す

る
行
路
を
除
き
、
11
時
か
ら
14
時
ま
で
の
間
に
実
時
間
50

分
を
確
保
す
る
こ
と
。

夕
食
時
間
は
18
時
以
降
の
出
勤
と
、
19
時
以
前
に
終
了
す

る
行
路
を
除
き
、
17
時
以
降
20
時
30
分
ま
で
の
間
に
実
時

間
50
分
を
確
保
す
る
こ
と
。

睡
眠
と
な
る
時
間
に
つ
い
て

睡
眠
と
な
る
時
間
帯
に
お
け
る
休
憩
時
間
は
、
実
枕
時
間

５
時
間
以
上
を
確
保
す
る
こ
と
。
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．
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．
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．

　

（1）

都
市
手
当
に
つ
い
て

市
町
村
合
併
等
に
よ
り
行
政
区
分
の
変
更
等
が
あ
っ
た
場

合
は
、 

新
た
な
区
分
に
よ
る
こ
と
。

扶
養
手
当
に
つ
い
て

扶
養
手
当
を
増
額
す
る
こ
と
。

寒
冷
地
手
当

 

物
価
等
の
経
済
状
況
に
見
合
っ
た
支
給
額
に
見
直
す
と

と
も
に
、
そ
の
お
か
れ
て
い
る
状
況
（
灯
油
の
注
文
期
間

等
）
を
勘
案
し
、 

８
月
１
日
現
在
の
在
勤
者
に
対
し
、
当

月
の
賃
金
支
給
日
に
支
払 

う
こ
と
。

扶
養
者
の
消
失
等
に
よ
る
寒
冷
地
手
当
の
減
額
を
止
め
る

こ
と
。

エ
ル
ダ
ー
社
員
に
対
し
て
も
支
給
す
る
こ
と
。

復
旧
警
備
作
業
、
普
通
自
動
車
運
転
に
対
す
る
手
当
を
新

設
す
る
こ
と
。

多
客
輸
送
期
間
で
あ
る
ゴ
ー
ル
デ
ン
ウ
ィ
ー
ク
・
盆
・
年

末
年
始
に
つ
い
て
は
、
新
た
な
手
当
を
新
設
す
る
こ
と
。

そ
の
他
諸
手
当
の
改
善
に
つ
い
て

通
勤
手
当

通
勤
手
当
は
全
額
会
社
負
担
と
す
る
こ
と
。
ま
た
、
駐
車

料
金
補
助
金
制
度
を
新
設
す
る
こ
と
。

職
務
手
当

①
操
車
業
務
、
誘
導
業
務
、
踏
切
業
務
お
よ
び
信
号
業
務

　

な
ど
に
従
事
す
る
社
員
全
員
を
対
象
に
、
職
務
手
当
を

　

支
給
す
る
こ
と
。

②
駅
等
に
勤
務
す
る
者
の
う
ち
、「
前
ア
以
外
の
者
で
、

　

特
に
指
定
さ
れ
た
者
」
に
、
改
札
業
務
、
出
札
業
務
等

　

に
従
事
す
る
者
を
加
え
る
こ
と
。

③
一
人
勤
務
駅
の
勤
務
者
に
対
し
、「
駅
務
駅
長
手
当
」

　

を
新
設
す
る
こ
と
。

④
線
路
閉
鎖
責
任
者
・
保
守
用
車
責
任
者
・
作
業
責
任
者

　

に
対
し
、
職
務
手
当
を
新
設
す
る
こ
と
。

技
能
手
当
等

①
技
能
手
当
を
増
額
す
る
こ
と
。

②
特
殊
溶
接
作
業
勤
務
手
当
の
支
給
範
囲
（
賃
金
規
程
別

　

表
19
）
の
「
ア
ル
ミ
溶
接
・
ス
テ
ン
レ
ス
溶
接
の
資
格

　

従
事
者
」
を
加
え
る
こ
と
。

③
賃
金
規
定
別
表
19
の
「
資
格
別
点
数
表
」
の
「
資
格
」

　

を
見
直
す
こ
と
。

１
．

　

（1）
２
．

　

（1）
３
．

　

（1）

　

（2）

　

（3）
４
．

５
．

６
．

　

（1）

　

（2）

　

（3）

  

手
当
に
関
す
る
要
求 

設
備
改
善
に
関
し
て

乗
務
員
が
食
事
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
所
を
確
保
す
る
こ

と
。

乗
務
員
の
寝
室
は
、
個
室
化
を
図
る
こ
と
。

駅
・
ホ
ー
ム
上
で
の
乗
務
員
用
乗
務
員
ト
イ
レ
な
ど
を
完

備
す
る
こ
と
。

８
．

　

（1）

　

（2）

　

（3）

③
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④
賃
金
規
定
別
表
19
の
「
資
格
別
点
数
表
」
に
記
載
さ
れ

　

て
い
る「
点
数
」に
つ
い
て
、現
行「
０
．
５
点
」を「
１
．

　

０
点｣

に
改
め
る
こ
と
。

特
殊
勤
務
手
当

①
こ
の
間
廃
止
さ
れ
た
下
記
の
特
殊
勤
務
手
当
を
復
活
す

　

る
こ
と
。

　

ⅰ 

工
場
等
特
殊
作
業
手
当

　

ⅱ 

高
所
各
作
業
手
当

　

ⅲ 

汚
物
処
理
等
作
業
手
当

②
設
備
関
係
社
員
が
自
動
車
運
転
業
務
に
従
事
し
た
場

　

合
（
輸
送
障
害
発
生
時
に
お
け
る
自
動
車
運
転
業
務

　

を
含
む
）、「
業
務
用
自
動
車
運
転
手
当
」
を
新
設
す

　

る
こ
と
。

③
夜
間
看
護
手
当

　

ⅰ
深
夜
帯
が
３
時
間
未
満
、
現
行
「
３
，
９
０
０
円
」

　
　

を
４
，
４
０
０
円
に
改
め
る
こ
と
。

　

ⅱ
深
夜
帯
が
３
時
間
以
上
、
現
行
「
４
，
３
０
０
円
」

　
　

を
４
，
８
０
０
円
に
改
め
る
こ
と
。

　

ⅲ
深
夜
帯
を
全
て
含
む
、現
行「
４
，５
０
０
円
」を
５
，

　
　

０
０
０
円
に
改
め
る
こ
と
。

④
乗
務
員
手
当
（
変
更
）

　

ⅰ 

車
掌
が
構
内
入
換
業
務
を
行
な
っ
た
場
合
、
１
回
に

　
　

 

つ
き
１
０
０
円
を
支
給
す
る
こ
と
。

　

ⅱ 

協
約
第
３
１
３
条
の
条
文
は
削
除
す
る
こ
と
。

　

ⅲ 

協
約
第
３
０
３
条
並
び
に
第
３
２
９
条
に
お
け
る

　
　

 

端
数
処
理
に
つ
い
て
は
、
す
べ
て
切
り
上
げ
る
こ

　
　

 

と
。

⑤
深
夜
早
朝
勤
務
手
当
に
つ
い
て
は
、
支
給
額
を
増
額
す

　

る
こ
と
。

⑥
原
発
事
故
に
関
連
す
る
「
危
険
手
当
」
を
増
額
す
る
こ

　

と
。

　

ⅰ 

手
当
基
準
は
、
最
低
で
も
除
染
作
業
に
伴
う
手
当
に

　
　

 

準
じ
た
内
容
と
す
る
こ
と
。

割
増
賃
金

①
Ｂ
単
価
（
時
間
外
労
働
）、
現
行
１
３
０
／
１
０
０
を

　

１
４
０
／
１
０
０
に
改
め
る
こ
と
。

②
Ｃ
単
価
（
深
夜
労
働
）、
現
行
３
５
／
１
０
０
を
５
０

　

／
１
０
０
に
改
め
る
こ
と
。

③
Ｄ
単
価
（
休
日
労
働
）、
現
行
１
３
５
／
１
０
０
を

　

１
５
０
／
１
０
０
に
改
め
る
こ
と
。

夜
勤
手
当
の
支
給
に
つ
い
て
は
、
Ａ
単
価
と
す
る
こ
と
。

日
直
・
宿
直
手
当

①
「
そ
の
他
社
員
」
現
行
「
５
，
６
０
０
円｣

を
６
，

　

０
０
０
円
に
改
め
る
こ
と
。

緊
急
呼
出
手
当

①
「 

（1） 

深
夜
帯
」、
現
行
「
４
，
５
０
０
円
」
を
５
，

　

０
０
０
円
に
改
め
る
こ
と
。

　

（4）

　

（5）

　

（6）

　

（7）

　

（8）

②
「 

（2） 

そ
の
他
」、
現
行
「
２
，
５
０
０
円
」
を
３
，

　

５
０
０
円
に
改
め
る
こ
と
。

別
居
手
当

①
協
約
第
３
５
４
条

（1）
前
条
第
１
項
第
３
号
ア
の
場
合
、

　

現
行
「
月
額
３
０
，
０
０
０
円
」 

を
３
５
，
０
０
０
円

　

に
改
め
る
こ
と
。

②
協
約
第
３
５
４
条

（2）
前
条
第
１
項
第
３
号
イ
の
場
合
、

　

現
行
「
月
額
２
０
，
０
０
０
円
」
を
３
０
，
０
０
０
円

　

に
改
め
る
こ
と
。

寒
冷
地
手
当

現
行
の
「
寒
冷
地
手
当
定
額
表
（
別
表
第
21
）」
を
、
以

下
の
通
り
改
め
る
こ
と
。

　
支
社
ま
た
が
り
の
出
向
者
に
対
し
、
エ
リ
ア
異
動
に
伴
う

賃
金
の
特
別
措
置
に
準
じ
た
手
当
を
新
設
す
る
こ
と
。

退
職
手
当
の
算
定
基
礎
給
に
つ
い
て
は
「
退
職
の
日
に
お

け
る
基
本
給
」　

と
す
る
こ
と
。

職
務
旅
費
に
お
け
る
「
条
例
用
務
旅
行
の
旅
費
」
に
つ
い

て
は
、
以
下
の
通
り
改
善
す
る
こ
と
。

近
距
離
、
現
行
「
３
５
０
円｣

を
５
０
０
円
に
改
め
る

こ
と
。

遠
距
離
、
現
行
「
７
０
０
円｣

を
１
，
０
０
０
円
に
改
め

る
こ
と
。

助
勤
旅
費
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
通
り
改
善
す
る
こ
と
。

所
管
内
、
現
行
「
３
５
０
円｣

を
５
０
０
円
に
改
め
る

こ
と
。

所
管
外
、
現
行
「
５
５
０
円
」
を
８
０
０
円
に
改
め
る

こ
と
。

以
上

　

（９）

　

（10）

　

（11）
７
．

８
．

　

（1）

　

（2）
９
．

　

（1）

　

（2）

④


